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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内容物の供給口部を有する水不溶性の容器を、前記供給口部を下向きに設置し、前記供給
口部へ水が噴射されて内容物を溶かしながら供給する方式の自動食器洗浄機用のカートリ
ッジ洗浄剤であって、
前記容器は、容器本体と中蓋体と外蓋体とからなり、前記容器本体と前記中蓋体とは連続
した空間を形成しており、
前記内容物は、洗浄剤組成物と活性塩素剤とからなり、
前記洗浄剤組成物は、所定形状に成形された固形体からなり、前記容器の所定領域に収容
されており、
前記活性塩素剤は、所定形状に成形された固形体又は粒状体からなり、前記洗浄剤組成物
とは分離された状態で、前記容器内の前記所定領域の外側に配置されていることを特徴と
するカートリッジ洗浄剤。
【請求項２】
前記中蓋体は、噴射水を通過させるための貫通孔が形成され、
前記外蓋体は、使用時まで容器内外の空間を遮断し、使用時に取り外すように構成され、
フィルム状部材又は硬質部材からなる請求項１に記載のカートリッジ洗浄剤。
【請求項３】
前記中蓋体は、前記活性塩素剤を収容可能なように構成され、前記活性塩素剤を載置する
ための載置部を備え、前記戴置部には、洗浄液を容器外へ排水する開口部が形成されてい
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る請求項１又は２に記載のカートリッジ洗浄剤。
【請求項４】
前記洗浄剤組成物と前記活性塩素剤との合計量に対する前記活性塩素剤の割合は、０．１
～８.０質量％である請求項１～３のいずれかに記載のカートリッジ洗浄剤。
【請求項５】
前記洗浄剤組成物を構成する洗浄成分は、アルカリ金属水酸化物、炭酸塩、ケイ酸アルカ
リ金属塩、水溶性ポリマー及びキレート剤からなる群から選択された少なくとも一種と、
界面活性剤とを含有する請求項１～４のいずれかに記載のカートリッジ洗浄剤。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、カートリッジ洗浄剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、人手不足、衛生管理等の観点から、ホテル又はレストラン等においては、自動食器
洗浄機が用いられている。従来から、このような自動食器洗浄機において使用される洗浄
剤では、アルカリ剤やキレート剤等の洗浄成分の他に、活性塩素剤が含まれている。活性
塩素剤は、食器などに蓄積されて強固な汚れになるタンパク質、デンプン、茶渋、コーヒ
ーなどの色素汚れを除去する効果、また、微生物を殺すなどの除菌効果があるとして、こ
のような効果が期待され、洗浄剤に含まれている。
【０００３】
このような洗浄剤を製造する際、高温及び高濃度のアルカリ剤、キレート剤及び界面活性
剤と活性塩素剤とが接触するように両者を配合した場合、活性塩素剤の一部や洗浄剤の一
部が分解することにより、洗浄剤としての性能が低下するという問題がある。
【０００４】
活性塩素剤の分解を防止するため、例えば、特許文献１では、図６に示すように、洗浄成
分４１を注入した型４４の中央に、活性塩素剤を含む円形プラグ４２が洗浄成分４１の深
さ方向にわたって配設された洗浄剤が開示されている。活性塩素剤を含む円形プラグ４２
は、洗浄成分又は活性塩素剤と反応しない天然ワックス、合成ワックス、リン酸エステル
等によって被包されているため、活性塩素剤の分解を抑制することができる。
【０００５】
また、特許文献２では、図７に示すように、型５４に注入した洗浄成分５１に、カプセル
化された活性塩素剤５２が均一に分散された洗浄剤が開示されている。カプセル化された
活性塩素剤５２は、活性塩素剤と反応しにくい不活性コーティング物質で活性塩素剤が被
覆されているため、活性塩素剤の分解を抑制することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特公昭５９－００４４８０号公報
【特許文献２】特表平０４－５０４２７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上述のように製造時にアルカリ剤、キレート剤等と活性塩素剤とが接触するような配置方
法をとった場合、活性塩素剤の一部やアルカリ剤、キレート剤を含む洗浄剤の一部が分解
するという問題がある。
一方、特許文献１及び２に記載の洗浄剤では、活性塩素剤を被包しているため、活性塩素
剤の一部やアルカリ剤、キレート剤を含む洗浄剤の一部が分解するという問題は発生しに
くいとされている。
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【０００８】
そして、特許文献１及び２に記載の洗浄剤では、洗浄時に洗浄成分及びプラグの露出表面
若しくはカプセルに水が吹き付けられると、洗浄成分と活性塩素剤とが溶解するので、洗
浄中に活性塩素剤を自動食器洗浄機内に供給することができる。しかし、特許文献２にお
いては、活性塩素剤の被包物に、融点６０℃付近の化学物質を用いるため、噴射水の温度
が通常より低い場合には、活性塩素剤の被包物が溶けにくいという問題点を有する。
【０００９】
また、特許文献１及び２に記載の洗浄剤では、活性塩素剤を被包し、洗浄成分の中に埋設
するか、洗浄成分中に挿入された状態で製造する必要があるため、製造工程が複雑になっ
てしまうという問題がある。さらに、活性塩素剤の被包が不充分な場合には、製造途中の
高温状態で洗浄剤成分と接触すると塩素ガスを生じる危険がある。また、危険な状態には
ならなくても、この過程で活性塩素剤の大部分が失活するおそれがある。さらにまた、製
造工程が複雑であることに起因して、製造コストも高くなってしまうという問題がある。
【００１０】
本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、活性塩素剤や洗浄剤の
一部の分解を防止することができるとともに、噴射水の温度が低くても、洗浄中に適量の
活性塩素剤を自動食器洗浄機内に供給することができ、簡易かつ安全に製造することがで
き、かつ、安価に製造が可能なカートリッジ洗浄剤を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記目的を達成するため、本発明のカートリッジ洗浄剤は、内容物の供給口部を有する水
不溶性の容器を、上記供給口部を下向きに設置し、上記供給口部へ水が噴射されて内容物
を溶かしながら供給する方式の自動食器洗浄機用のカートリッジ洗浄剤であって、
上記容器は、容器本体と中蓋体と外蓋体とからなり、上記容器本体と上記中蓋体とは連続
した空間を形成しており、上記内容物は、洗浄剤組成物と活性塩素剤とからなり、上記洗
浄剤組成物は、所定形状に成形された固形体からなり、上記容器の所定領域に収容されて
おり、上記活性塩素剤は、所定形状に成形された固形体又は粒状体からなり、上記洗浄剤
組成物とは分離された状態で、上記容器内の上記所定領域の外側に配置されていることを
特徴とする。
【００１２】
なお、本発明における固形体とは、洗浄剤においては、直径５ｃｍ以上の球状又はそれと
同等の体積の他の形状からなるものを８０質量％以上含むものをいい、活性塩素剤におい
ては直径５ｍｍ以上の球状又はそれと同等の体積の他の形状からなるものを８０質量％以
上含むものをいう。また、粒状体とは、上記した固形体の条件に該当せず、直径０．１ｍ
ｍ以上の球状又はそれと同等の体積の他の形状からなるものを８０質量％以上含むものを
いい、粉状体とは、直径０．１ｍｍ以上の球状又はそれと同等の体積の他の形状からなる
ものが８０質量％未満であるものをいう。
【００１３】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、活性塩素剤は、容器中の所定領域に収容された洗浄剤
組成物の内部には配設されておらず、洗浄剤組成物とは分離された状態で、上記容器内の
上記所定領域の外側に配置されており、かつ、活性塩素剤は、固形体又は粒状体からなる
ので、容器の内部に入れる活性塩素剤の量等を制御することにより、噴射水の温度が低く
ても、容易に活性塩素剤の供給量を適量の範囲に制御することができる。従って、洗浄中
に活性塩素剤を充分に自動食器洗浄機内に供給することができるとともに、過剰に活性塩
素剤が供給されるのを防止することができる。
【００１４】
また、本発明のカートリッジ洗浄剤では、活性塩素剤は、容器中の所定領域に収容された
洗浄剤組成物の内部には配設されておらず、洗浄剤組成物とは分離された状態で、上記容
器内の上記所定領域の外側に配置されているので、カートリッジ洗浄剤の製造時に洗浄剤
組成物と活性塩素剤とが接触しない状態で製造することができ、活性塩素剤や洗浄剤組成
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物の一部の分解を防止することができる。
また、活性塩素剤は、上記洗浄剤組成物とは分離された状態で、上記容器内の上記所定領
域の外側に配置されればよいので、簡易に製造することができ、安価かつ安全に製造が可
能である。
なお、所定領域の外側とは、例えば、活性塩素剤は、洗浄剤組成物が存在する領域の内部
には存在していないことを意味し、活性塩素剤が固形体の場合には、少なくとも固形体の
表面積の半分以上が洗浄剤組成物から露出していることを意味する。
【００１５】
さらに、容器本体と中蓋体とは連続した空間を形成しているので、中蓋体に仕切りを設け
、その内部に活性塩素剤を収納する場合と比較して、活性塩素剤の形状、大きさ等を自由
に設定することができ、洗浄剤組成物と活性塩素剤の形状等を工夫することにより、両者
が接触しにくい状態で容器内に水を噴射により導入し、洗浄剤組成物と活性塩素剤とを含
む洗浄剤として使用することができる。
【００１６】
水を噴射して使用するカートリッジ洗浄剤においては、逐次使用する部分以上の部分にま
で、噴射水により洗浄剤組成物が濡らされ、その水分を仲立ちとしてキレート剤等の洗浄
剤組成物と活性塩素剤が反応し、それらの一部が分解する場合があるが、本発明のカート
リッジ洗浄剤では、洗浄剤組成物と活性塩素剤との接触機会が少ないので、上記問題は発
生しにくく、特に上記のような洗浄剤組成物の形状が固形であり、活性塩素剤の形状も固
形の場合には、最も洗浄剤組成物と塩素剤の保管時及び使用時の接触確率が少なくなるた
め、反応等に起因して分解する危険性が小さく、自動食器洗浄機用の洗浄剤として最も適
している。
【００１７】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、上記活性塩素剤の大きさは、単一でもよいし、大きさ
が異なる複数の固形体としてもよい。
【００１８】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、上記中蓋体は、噴射水を通過させるための貫通孔が形
成され、上記外蓋体は、使用時まで容器内外の空間を遮断し、使用時に取り外すように構
成され、フィルム状部材又は硬質部材からなることが望ましい。
【００１９】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、中蓋体は、噴射水を通過させるための貫通孔が形成さ
れているので、噴射水を上記貫通孔を介して本体容器及び中蓋体の内部に導入することが
できる。また、外蓋体により内部の洗浄剤組成物や活性塩素剤が湿気等を帯びるのを防止
することができる。
外蓋体がフィルム状部材である場合には、フィルム状部材を中蓋体に貼り付けることによ
り、容器内外の空間を遮断することができ、外蓋体が硬質部材である場合には、ねじを切
ったり、中蓋体に押し込むことにより蓋をする構造とすることができる。
【００２０】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、上記中蓋体は、上記活性塩素剤を収容可能なように構
成され、上記活性塩素剤を載置するための載置部を備え、上記戴置部には、洗浄液を容器
外へ排水する開口部が形成されていることが望ましい。
また、上記中蓋体は、容器本体に固定されていても良いし、脱着可能でも良い。また、上
記貫通孔は、大きい１つの貫通孔であってもよく、小さい複数の貫通孔が形成されていて
もよい。必要であれば内容物がこぼれないよう、取り付けの際に水溶性のフィルムを貼り
つけてもよい。
上記構成のカートリッジ洗浄剤では、活性塩素剤を収容する中蓋体が設けられているが、
この戴置部には、洗浄液を容器外へ排水する開口部が形成されており、これにより、容器
の内部に導入され、洗浄剤組成物や活性塩素剤が溶解した洗浄液を良好に容器から排出す
ることができる。
【００２１】
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本発明のカートリッジ洗浄剤では、上記洗浄剤組成物と上記活性塩素剤との合計量に対す
る上記活性塩素剤の割合は、０．１～８．０質量％であることが望ましい。
上記活性塩素剤の割合が０．１～８．０質量％であると、効率的な活性塩素剤の量で、自
動食器洗浄機内を充分に除菌できる。
上記活性塩素剤の割合が０．１質量％未満であると、活性塩素剤の量が少なすぎて、自動
食器洗浄機内を充分に除菌できない場合がある。上記活性塩素剤の割合が８．０質量％を
超えると、活性塩素剤の量が多すぎて、コストが高くなる場合や、噴射水の温度が高い場
合に活性塩素剤の供給量が多すぎて使用環境中に刺激臭を生じることがある。
【００２２】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、上記洗浄剤組成物を構成する洗浄成分は、アルカリ金
属水酸化物、炭酸塩、ケイ酸アルカリ金属塩、水溶性ポリマー及びキレート剤からなる群
から選択された少なくとも一種と、界面活性剤とを含有することが望ましい。
上記洗浄成分がアルカリ金属水酸化物、炭酸塩、ケイ酸アルカリ金属塩、水溶性ポリマー
及びキレート剤からなる群から選択された少なくとも一種と、界面活性剤とを含有するも
のであると、充分な洗浄力が得られる。
【発明の効果】
【００２３】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、活性塩素剤や洗浄剤組成物の一部の分解を防止するこ
とができるとともに、洗浄中に適量の活性塩素剤を自動食器洗浄機内に供給することがで
きる。また、本発明のカートリッジ洗浄剤では、カートリッジ洗浄剤を簡易に製造するこ
とができ、かつ、安全かつ安価に製造が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１（ａ）は、本発明のカートリッジ洗浄剤を構成する容器の一実施例を模式的
に示す説明図である。図１（ｂ）は、図１（ａ）に示す本発明の実施形態に係るカートリ
ッジ洗浄剤を構成する中蓋を模式的に示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明のカートリッジ洗浄剤において、洗浄剤組成物と活性塩素剤とが
収納されたカートリッジ洗浄剤の一実施例を模式的に示す概念図である。
【図３】図３は、本発明のカートリッジ洗浄剤の別の実施例を模式的に示す概念図である
。
【図４】図４（ａ）は、本発明のカートリッジ洗浄剤のさらに別の実施例を示す概念図で
あり、図４（ｂ）は、図４（ａ）に示すカートリッジ洗浄剤を、蓋を上向きにして保管し
ているときの活性塩素剤の位置を示す概念図である。
【図５】図５は、本発明のカートリッジ洗浄剤のさらに別の実施例を模式的に示す概念図
である。
【図６】図６は、特許文献１に開示された洗浄剤を模式的に示す斜視図である。
【図７】図７は、特許文献２に開示された洗浄剤を模式的に示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
以下、本発明の実施形態について具体的に説明する。しかしながら、本発明は、以下の実
施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変更しない範囲において適宜変更して
適用することができる。
【００２６】
本発明のカートリッジ洗浄剤は、内容物の供給口部を有する水不溶性の容器を、上記供給
口部を下向きに設置し、上記供給口部へ水が噴射されて内容物を溶かしながら供給する方
式の自動食器洗浄機用のカートリッジ洗浄剤であって、上記容器は、容器本体と中蓋体と
外蓋体とからなり、上記容器本体と上記中蓋体とは連続した空間を形成しており、上記内
容物は、洗浄剤組成物と活性塩素剤とからなり、上記洗浄剤組成物は、所定形状に成形さ
れた固形体からなり、上記容器の所定領域に収容されており、上記活性塩素剤は、所定形
状に成形された固形体又は粒状体からなり、上記洗浄剤組成物とは分離された状態で、上
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記容器内の上記所定領域の外側に配置されていることを特徴とする。
【００２７】
本発明のカートリッジ洗浄剤は、従来の技術でも記載したように、ホテル又はレストラン
等で用いられている自動食器洗浄機用のカートリッジ洗浄剤である。
本発明のカートリッジ洗浄剤では、洗浄剤組成物と活性塩素剤とが所定形状の容器に収容
されており、上記洗浄剤組成物は、上記容器の所定領域に収容されており、上記活性塩素
剤は、上記洗浄剤組成物とは分離された状態で、上記容器内の上記所定領域の外側に配置
されているが、その実施形態として次のものが考えられる。
【００２８】
以下、本発明のカートリッジ洗浄剤の実施形態について説明する。
本発明の実施形態に係るカートリッジ洗浄剤では、上記洗浄剤組成物は、所定形状に成形
された固形体からなり、上記活性塩素剤は、所定形状に成形された固形体又は粒状体から
なり、上記洗浄剤組成物と上記活性塩素剤とは、容器本体及び中蓋体の内部に収容されて
いる。なお、容器本体及び中蓋体は、連続した１つの空間を形成している。
【００２９】
図１（ａ）は、本発明の実施形態に係るカートリッジ洗浄剤を構成する容器の一実施例を
模式的に示す説明図である。図１（ｂ）は、図１（ａ）に示すカートリッジ洗浄剤を構成
する中蓋を模式的に示す斜視図である。
【００３０】
図１（ａ）に示すように、本実施形態に係るカートリッジ洗浄剤を構成するカートリッジ
洗浄剤１０は、容器本体１１と中蓋体１２と外蓋体１３とからなる。
容器本体１１は、円筒容器の下部が次第に縮径していく、所謂、ロート形状となっており
、最下部の径の小さい筒部材１１ａには、中蓋体１２をねじ込むためのねじ１１０ａが形
成されている。図には示していないが、本発明では、筒部材１１ａは、ねじ込み式でなく
爪構造によるはめ込み式で中蓋体を固定するようになっていてもよい。
【００３１】
中蓋体１２は、有底円筒形状であり、底部１２ｂの中央には、噴射水を通過させるために
設けられた円筒部材１２ｄと、洗浄剤組成物２０及び活性塩素剤２１が溶解した洗浄液を
通過させるための多数の開口部１２ａが設けられており、中蓋体１２の円筒部１２ｃの内
壁には、容器本体１１の筒部材１１ａにねじ込むためのねじ１２０ａが設けられている。
なお、図１では開口部１２ａは多数形成されているが、開口部１２ａの数は１個ないし２
個以上であればよい。
中蓋体１２は、筒部材１１ａに嵌め込むことにより固定されればよいので、容器本体１１
の筒部材１１ａや中蓋体１２にねじ１２０ａが設けられていなくてもよい。その場合には
、中蓋体１２に爪部を形成し、筒部材１１ａの方に爪の受け構造が形成されていれば、中
蓋体１２を嵌め込んだ後、固定することができる。なお、中蓋体１２は、カバー部を備え
ておらず、容器本体１１と中蓋体１２とは空間的に仕切られておらず、上記容器本体と上
記中蓋体とは連続した空間を形成している。
中蓋体の形状は、噴射水が通過して容器本体に入ることができ、収容された活性塩素剤等
が下に落下しないものであれば、図１に示した形状に限定されるものではなく、円筒部材
１２ｄは無くてもよく、例えば、棒状のものが設けられていてもよい。
【００３２】
外蓋体１３は、使用時まで容器内外の空間を遮断する役割を果たすものであり、使用時に
は、取り外すように構成されている。
図１（ａ）では、外蓋体１３にも、ねじ１３０ａが設けられ、中蓋体１２にねじ込むよう
に構成されているが、中蓋体と同様に、ねじ１３０ａは設けず、中蓋体１２に爪受け構造
を形成し、外蓋体１３に浅い爪を形成し、嵌め込むようにしてもよい。
【００３３】
容器本体１１と中蓋体１２と外蓋体１３とは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ＰＥＴ等
のプラスチックからなるが、特に、外蓋体１３は、嵌め込む形式のものが好ましく、その
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ためには、硬質部材が好ましい。
なお、外蓋体１３は、フィルム状部材により構成され、使用時にはがすことが可能な接着
剤により中蓋体１２に接着されていてもよい。
また、容器本体と中蓋体と外蓋体は、２つ以上の部材が一体成形されたものであってもよ
い。具体的には、例えば、中蓋と外蓋部をヒンジで結合した構造であってもよい。
【００３４】
図２及び図３は、本発明の実施形態に係るカートリッジ洗浄剤において、洗浄剤組成物２
０と活性塩素剤２１とが収納されたカートリッジ洗浄剤１０を模式的に示す概念図であり
、洗浄剤組成物２０は、容器本体１１の形状で固化した固形体であり、一方、活性塩素剤
２１は、所定形状に成形された固形体からなる。
また、一部の固形体の活性塩素剤２１は、固形体からなる洗浄剤組成物２０に一部が埋設
しているが、これは、洗浄剤組成物２０を製造した際、まだ可塑性を有するうちに、活性
塩素剤２１を一部置くことにより、意図的または非意図的に洗浄剤組成物２０に嵌め込ん
だものであり、活性塩素剤２１を嵌め込む際、洗浄剤組成物２０の温度は低下しているの
で、活性塩素剤２１と洗浄剤組成物２０は反応しない。図２に示すカートリッジ洗浄剤１
０では、一部の活性塩素剤２１が中蓋体１２上に載置されているが、図３に示すカートリ
ッジ洗浄剤１５のように、全ての活性塩素剤２１が洗浄剤組成物２０に固定されていても
よい。
また、図２及び図３では、固形体からなる洗浄剤組成物２０は、容器本体１１の形状で固
化しているが、その形状は、特に限定されるものではなく、円柱形状のものであってもよ
く、直方体形状であってもよく、その他の形状であってもよい。固形体からなる活性塩素
剤も円柱形状のものであってもよく、直方体形状であってもよく、その他の形状であって
もよい。
【００３５】
図２及び図３に示すカートリッジ洗浄剤では、活性塩素剤２１と洗浄剤組成物２０とは、
一部で接触しているものの、分解反応は、発生しにくく、水に溶解した活性塩素剤２１と
洗浄剤組成物２０とを良好に洗浄液中に供給することができる。
【００３６】
図４（ａ）及び（ｂ）は、本発明の実施形態に係るカートリッジ洗浄剤の別の実施例を模
式的に示す概念図である。
このカートリッジ洗浄剤１６では、洗浄剤組成物２０は、容器本体１１の形状で固化した
固形体であり、一方、活性塩素剤２１は、所定形状に成形された固形体からなるが、図２
及び図３の場合とは異なり、固形体の活性塩素剤２１は、結果的に中蓋体１２に載置され
ており、洗浄剤組成物２０と全く接触していない。このため、活性塩素剤２１と洗浄剤組
成物２０とが反応することはなく、水に溶解した活性塩素剤２１と洗浄剤組成物２０とを
良好に洗浄液中に供給することができる。結果的にと記載したのは、通常、貯蔵等する場
合、図４（ｂ）に示すように、中蓋体１２は、上側にくるように載置されており、中蓋体
１２は、空間的には仕切られていないので、貯蔵等の際には、活性塩素剤２１と洗浄剤組
成物２０とは接触している。
【００３７】
図５は、本発明の実施形態に係るカートリッジ洗浄剤のさらに別の実施例を模式的に示す
概念図である。
このカートリッジ洗浄剤１７では、洗浄剤組成物２０は、容器本体１１の形状で固化した
固形体であり、一方、活性塩素剤は、粒状体からなるが、粒状体からなる活性塩素剤２２
は、中蓋体１２に載置されており、洗浄剤組成物２０と全く接触していない。このため、
活性塩素剤２２と洗浄剤組成物２０とが反応することはなく、水に溶解した活性塩素剤２
２と洗浄剤組成物２０とを良好に洗浄液中に供給することができる。ただし、活性塩素剤
２２の粒状体は、中蓋体１２に設けられた開口部より大きい必要がある。開口部を介して
下に落下するのを防止するためのである。粒状体の落下を防止するために、開口部に網状
部材が設けられていてもよい。
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【００３８】
洗浄剤組成物は、アルカリ金属水酸化物、炭酸塩、ケイ酸塩、ケイ酸アルカリ金属塩、水
溶性ポリマー及びキレート剤からなる群から選択された少なくとも一種と、界面活性剤と
を含有していることが望ましい。
【００３９】
本発明のカートリッジ洗浄剤を構成する洗浄剤組成物に含まれるアルカリ金属水酸化物と
しては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等が挙げられ、炭酸塩としては、例
えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム等が挙げ
られ、ケイ酸アルカリ金属塩としては、例えば、オルソケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナ
トリウム、メタケイ酸ナトリウムの５水塩又は９水塩等が挙げられ、キレート剤としては
、例えば、アミノカルボン酸塩（メチルグリシン二酢酸塩、グルタミン酸二酢酸塩、二ト
リロ三酢酸塩、エチレンジアミン四酢酸塩）、有機酸（クエン酸、リンゴ酸、グルコン酸
）等が挙げられる。塩としてのキレート剤は、ナトリウム塩、カリウム塩が好ましい。水
溶性ポリマーとしては、たとえばアクリル酸、メタクリル酸またはマレイン酸の単独ある
いはコポリマー、さらにはそれらとオレフィンとのポリマー、さらに側鎖にスルホン基を
有するものといったもの等が挙げられる。それらが塩である場合は、ナトリウム塩、カリ
ウム塩、エタノールアミン塩が特に好適に用いられる。
【００４０】
これらアルカリ金属水酸化物、炭酸塩、ケイ酸塩、ケイ酸アルカリ金属塩、水溶性ポリマ
ー、キレート剤は、それぞれ単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
キレート剤としてのリン酸塩は、配合しないか少量にとどめ、上記非リン酸塩系のキレー
ト剤を主とすることで環境負荷の低減を図ることが望ましい。
【００４１】
上記界面活性剤としては、非イオン界面活性剤、アニオン界面活性剤が好ましく用いられ
るが、両性界面活性剤やカチオン界面活性剤を用いてもよい。非イオン系界面活性剤とし
ては、例えば、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシ
エチレンポリオキシプロピレンブロック共重合体、エチレンジアミンのポリオキシエチレ
ンポリオキシプロピレン付加体等が挙げられる。
【００４２】
活性塩素剤の有効成分としては、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、トリクロロイソシ
アヌル酸、次亜塩素酸カルシウム等が挙げられる。これらは単独で使用してもよく、２種
以上を併用してもよい。活性塩素剤は有効成分単独でもよく、有効成分となるものに結合
補助剤を加え、造粒、固形化したものであってもよい。
【００４３】
洗浄剤組成物と活性塩素剤との合計量に対する活性塩素剤の割合は、は、０．１～８．０
質量％であることが望ましく、０．５～５．０質量％であることがより望ましい。
【００４４】
本実施形態に係るカートリッジ洗浄剤は、上記成分のほか、カートリッジ洗浄剤の殺菌力
、安定性に支障のない範囲で他の任意成分を配合することができる。任意成分としては、
例えば、無機塩類等が挙げられる。
【００４５】
無機塩類としては、例えば、無水硫酸ナトリウム、硫酸ナトリウム・１０水和物、硫酸カ
リウム等が挙げられる。
【００４６】
洗浄剤組成物を製造する際には、まず、水及び水以外の洗浄剤組成物の原料を撹拌混合し
、スラリー液を調製した後、上記スラリー液を、カートリッジ洗浄剤を構成する容器本体
に投入し、冷却して固化させる。
【００４７】
具体的には、まず、水に水以外の洗浄剤組成物の原料を加えた後、３０～９０℃に維持し
、攪拌することにより、水及び洗浄剤組成物を含むスラリー液を調製する。
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水以外の洗浄剤組成物の原料の投入量は、上記スラリー液の全量に対して５０～９５質量
％が望ましい。これにより、洗浄力が充分に高いカートリッジ洗浄剤が得られる。
水以外の洗浄剤組成物の原料の投入量が５０質量％未満であると、洗浄剤組成物の原料の
投入量が少なすぎて、得られたカートリッジ洗浄剤の洗浄力が充分でない場合がある。
水以外の洗浄剤組成物の原料の投入量が９５質量％を超えると、洗浄剤組成物の原料の投
入量が多すぎて、水と充分に混ざらない場合がある。
【００４８】
次に、上記スラリー液を容器本体に投入し、その後、上記水溶液を常温で１～２４時間放
置して固化させ、本体容器の形状に固化された固形体からなる洗浄剤組成物を製造する。
その後、活性塩素剤を容器の中に入れるが、洗浄剤組成物が完全に固化する前に活性塩素
剤を入れることで、図２及び図３に示したように、固形体からなる活性塩素剤２１の一部
が埋まり、固定することになってもよい。
【００４９】
本発明に係るカートリッジ洗浄剤を用いて、食器等を洗浄する際には、供給口部を下向き
にして自動食器洗浄機の洗浄剤固定部に固定する。洗浄剤固定部には、噴射器が中蓋体の
直ぐ下に配置されており、噴射器より噴射された水が中蓋体の貫通孔を通過して、容器本
体に収容された洗浄剤組成物に到達し、洗浄剤組成物を少しずつ、溶かしていくように構
成されている。
【００５０】
洗浄剤組成物と接触し、洗浄剤組成物を溶解させた水溶液は、活性塩素剤との接触し、活
性塩素剤も溶かしていく。これにより、活性塩素剤と洗浄剤組成物とを含む洗浄剤溶液は
、カートリッジ洗浄剤から下に落ちて自動食器洗浄機の洗浄タンク内へ流れ、この洗浄剤
溶液により食器等を洗浄することができる。
【実施例】
【００５１】
以下に本発明をより具体的に説明する実施例を示すが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。
（実施例１）
【００５２】
まず、円柱状固形体（直径１０ｍｍ×高さ１０ｍｍ）の活性塩素剤（主成分ジクロロイソ
シアヌル酸ナトリウム、有効塩素濃度６０％）を、下記する洗浄剤組成物の質量１００質
量部に対して５質量部となる量を準備した。
【００５３】
水酸化ナトリウム４質量％、メタケイ酸ナトリウム５質量％、炭酸ナトリウム１０質量％
、オルソケイ酸ナトリウム２５質量％、ニトリロ三酢酸三ナトリウム１６質量％、エチレ
ンジアミン四酢酸四ナトリウム１５質量％、ポリアクリル酸ナトリウム５質量％、界面活
性剤（ポリオキシアルチレンアルキルエーテル）５質量％、水１５質量％を混合した後、
８０℃に加熱して維持し、攪拌することにより、水と水以外の洗浄剤組成物の原料を含む
スラリー液を調製した。
【００５４】
次に、上記工程で調製したスラリー液を、図１に示す形状の容器本体に充填し、上記スラ
リー液の温度が３０℃に下がるまで常温で放置してスラリー液を固化させ、容器本体の形
状に固化された固形体からなる洗浄剤組成物を調製した。その際、固化直前の洗浄剤組成
物に、準備した活性塩素剤の固形体の一部を嵌め込んだ後、洗浄剤組成物を固化させた。
従って、図２に示すように、活性塩素剤の固形体の一部は、固形体からなる洗浄剤組成物
に嵌め込まれた状態で固定された。残りの固形体からなる活性塩素剤は、洗浄剤組成物が
固化後、容器本体に収容させ、容器本体と中蓋体を組み合わせてカートリッジ洗浄剤１０
とした。なお、図２に示すように、容器本体を逆さの状態にすると、活性塩素剤の固形体
は、中蓋体に収容される。
なお、各実施例及び各比較例において、活性塩素剤の配合量は、洗浄剤組成物の質量１０
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０質量部に対して５質量部となる量とした。
【００５５】
（実施例２）
実施例１と同様に、容器本体の形状に固化された固形体からなる洗浄剤組成物を調製し、
その際、活性塩素剤の固形体を固化直前の洗浄剤組成物に嵌め込んだ後、洗浄剤組成物を
固化させた。従って、固形体からなる洗浄剤組成物に活性塩素剤の固形体の一部が嵌め込
まれた状態で固定されたが、本実施例のカートリッジ洗浄剤１５では、図３に示すように
、固形体からなる洗浄剤組成物１００質量部に全ての活性塩素剤５質量部が固定されるよ
うにした。
【００５６】
（実施例３）
実施例１と同様に、容器本体の形状に固化された固形体からなる洗浄剤組成物を調製した
が、実施例１、２とは異なり、その際、活性塩素剤の固形体を固化直前の洗浄剤組成物に
嵌め込まず、図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、洗浄剤組成物が固化した後、洗浄剤組
成物１００質量部に対し、容器本体に固形体からなる活性塩素剤５質量部を収容させた。
従って、本実施例のカートリッジ洗浄剤１６では、図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、
固形体からなる活性塩素剤と固形体からなる洗浄剤組成物は、完全に分離されている。な
お、図４（ａ）に示すように、容器本体を逆さの状態にすると、活性塩素剤の固形体は、
中蓋体に収容される。
【００５７】
（実施例４）
実施例１と同様に、容器本体の形状に固化された固形体からなる洗浄剤組成物を調製した
が、その際、活性塩素剤の固形体を固化直前の洗浄剤組成物に嵌め込まず、図５に示すよ
うに、洗浄剤組成物が固化した後、洗浄剤組成物１００質量部に対し、粒状体（平均粒径
：８００μｍ）からなる活性塩素剤５質量部を容器本体に収容させた。なお、図５に示す
ように、本実施例のカートリッジ洗浄剤１７では、容器本体を逆さの状態にすると、活性
塩素剤の粒状体は、中蓋体に収容される。
【００５８】
（比較例１）
特許文献１に記載されているように、組成は実施例１と同様である活性塩素剤をワックス
によりプラグ化した。そして、組成は実施例１と同様である洗浄剤組成物を注入した容器
本体の中央に、活性塩素剤を含む円形プラグが洗浄剤組成物の深さ方向にわたって配設さ
れたカートリッジ洗浄剤を製造した。
【００５９】
（比較例２）
特許文献２に記載されているように、組成は実施例１と同様である活性塩素剤を不活性コ
ーティング物質で被覆してカプセル化した。そして、組成は実施例１と同様である洗浄剤
組成物の中に、上記カプセル化された活性塩素剤が分散されたカートリッジ洗浄剤を製造
した。
【００６０】
（活性塩素剤の安定性）
各実施例及び比較例にて使用する、洗浄剤容器中に配置したり埋め込んだりする前の、ま
だ洗浄剤の形態になっていない活性塩素剤１ｇについて、有効塩素濃度を後述の方法によ
り測定し、有効塩素濃度の基準とした。
【００６１】
各実施例及び各比較例で製造したカートリッジ洗浄剤の中の活性塩素剤部分を取り出し、
有効塩素濃度を後述の方法により測定し、製品中の活性塩素剤の有効塩素濃度とした。な
お、比較例２においては、活性塩素剤部分だけを取り出すことは困難であるので、周囲の
洗浄剤部分を含めて測定試料とし、測定値を活性塩素剤の配合割合で除し、活性塩素剤と
しての有効塩素濃度に換算した。
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各実施例と同じ方法で製造した、もう１個のものについて、外蓋をして４５℃の恒温槽内
で１週間保管した後に、カートリッジ洗浄剤に組み込まれている活性塩素剤部分を取り出
し、有効塩素濃度を後述の方法により測定し、保管後の活性塩素剤の有効塩素濃度とした
。
【００６２】
有効塩素濃度の測定は下記方法により行った。
上記試料１ｇに、ヨウ化カリウム２％水溶液５０ｍＬ及び氷酢酸水溶液１０ｍＬを添加し
て充分に混合することにより混合液を調製した。次に、０．１Ｍのチオ硫酸ナトリウム水
溶液で混合液を滴定し、褐色が消えて無色になった点を終点とした。その時のチオ硫酸ナ
トリウム水溶液の滴下量に基づき、次式（１）によって有効塩素濃度を算出した。
有効塩素濃度［％］＝チオ硫酸ナトリウム水溶液の滴下量［ｍＬ］×０．３５４６／洗浄
剤溶液の量［ｇ］　　・・・（１）
【００６３】
製品中の活性塩素剤の有効塩素濃度と、保管後の活性塩素剤の有効塩素濃度を、有効塩素
濃度の基準と比較して評価した。
実施例１～４に係るカートリッジ洗浄剤を用いた場合、製品中の活性塩素剤の有効塩素濃
度は基準の７０％以上であり、さらに保管後の活性塩素剤の有効塩素濃度も７０％以上で
あった。一方、比較例１～２に係るカートリッジ洗浄剤を用いた場合、製品中の活性塩素
剤の有効塩素濃度は既に基準の４０％未満であった。そのため、保管後の有効塩素濃度に
ついては試験を未実施とした。このことから、実施例１～４に係るカートリッジ洗浄剤を
用いると、活性塩素剤の分解を防止できることが分かる。
【符号の説明】
【００６４】
１０、１５、１６、１７　カートリッジ洗浄剤
１１　容器本体
１１ａ　筒部材
１２　中蓋体
１２ａ　開口部
１２ｂ　底部
１２ｃ　円筒部
１２ｄ　円筒部材
１３　外蓋体
２０　洗浄剤組成物
２１、２２　活性塩素剤
１１０ａ、１２０ａ、１３０ａ　ねじ
　



(12) JP 6236315 B2 2017.11.22

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】



(13) JP 6236315 B2 2017.11.22

【図７】



(14) JP 6236315 B2 2017.11.22

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｃ１１Ｄ   3/08     (2006.01)           Ｃ１１Ｄ    3/08     　　　　        　　　　　
   Ｃ１１Ｄ   3/37     (2006.01)           Ｃ１１Ｄ    3/37     　　　　        　　　　　

(72)発明者  大▲崎▼　健一
            大阪市淀川区新高１丁目８番１０号　株式会社ニイタカ内

    審査官  井上　恵理

(56)参考文献  特開昭５４－１５２００７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－０８４５００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平１１－５０００４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２７６２０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－２５３４２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２２０５９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１７３２７１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ１１Ｄ　　１／００－１９／００
              Ｂ６５Ｄ　３５／４４－５５／１６
              Ａ４７Ｌ　１５／００－２１／０６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

